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勝浦町企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託 実施要領 

 

 勝浦町企業版ふるさと納税マッチング支援業務を委託するに当たり、公募に

より受託事業者を選定するための実施要領を示す。 

 

１ 業務名称 

  勝浦町企業版ふるさと納税マッチング支援業務 

 

２ 業務目的 

  勝浦町（以下「町」という。）が行う地方創生事業に対して寄附を行った企

業に税額控除の措置が講じられる地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に

ついて、町における地方創生の充実・強化を図るため、事業者独自のネットワ

ークやノウハウを生かし、寄附を行う見込みのある企業（以下「寄附見込企業」

という。）へ効果的な働きかけを行うことにより、寄附の獲得を目指すものと

する。 

 

３ 業務概要 

 ⑴ 業務内容 

別紙「勝浦町企業版ふるさと納税マッチング支援業務 業務委託仕様書」 

のとおり 

 ⑵ 履行期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 ⑶ 業務委託料 

本業務を通して行われた寄附金額×委託料率（消費税等別）（成果報酬型） 

※委託料率の上限は２０％とする。 

 

４ 応募資格 

  本業務を受託しようとする者は、次の各号に掲げる資格要件の全てを満た 

していること。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７号の４の規定に該

当しないこと。 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第４号まで及び第６号に該当しないこと。 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立て

又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがな
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れていない者であること。 

⑷ 応募書類の提出時点において、勝浦町の指名競争入札の指名停止等の措置

を受けていない者であること。 

⑸ 租税公課を滞納していない者であること。 

⑹ 本業務を遂行するに当たり、十分な業務執行能力を有し、適正な執行体制

を有すること及び本庁の指示に迅速かつ柔軟に対応できること。 

 

５ スケジュール 

公募公告 令和８年６月１日（月） 

公募期間 令和８年６月１日（月）から令和９年２月１９日（金）まで 

審査結果通知 書類提出後２週間以内 

契約締結 調整後速やかに 

 

６ 応募方法 

⑴ 提出書類（提出部数） 

１ 参加申込書（様式第１号）（１部）  

２ 

事業者概要書（様式第２号） 

 

  （２部） 

・ 必要事項が記載されていれば 

会社パンフレット等も可。 

・ 資本金、売上高、従業員数等の 

数値は直近のものを記載する。 

３ 
業務履行実績調書（様式第３号） 
 

（２部） 

・ 直近の同種業務の履行実績を 

記載し、契約書の写し及び業務 

完了を証する書類の写し 

４ 

企画提案書（Ａ４サイズ） 

 

 

（２部） 

・ 様式は任意とし、次の事項を必ず 

含めて作成すること。 

① 本業務を行うに当たっての事業 

スキーム、ノウハウ等 

② 業務実施体制 

③ 業務スケジュール 

５ 参考見積書（様式第４号）（１部）  

６ 委任状（様式第５号）  （１部） 
・ 契約権限等を委任する場合に 

限る。 
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⑵ 提出先 

  勝浦町企画交流課 企業版ふるさと納税担当 

  〒７７１－４３９５ 

  徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３番地 

⑶ 提出方法 

  持参又は郵送。 

持参の場合は、役場開庁日の午前９時から午後５時まで（正午～午後１時 

の間を除く。）の間に行うこと。郵送の場合は、簡易書留等、追跡が可能な 

形とすること。 

 

７ 質問方法 

  電子メール（kouryu@town.katsuura.i-tokushima.jp）により提出すること。 

  ※原則、電話や訪問による口頭での対応は行わない。 

 

８ 審査方法 

  原則、担当課（職員）による書類審査とするが、面談（Ｗｅｂ面談も含む。）

による説明を求める場合もある。面談を行う場合は事前に日程調整等を行う。  

審査結果は、応募があった者全員に通知する。 

 

９ 失格事項 

応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格となる。 

 ⑴ 本要領の応募資格に掲げる要件を満たさない場合 

⑵ 提出書類の提出後、契約締結までの期間に本要領の応募資格に掲げる要 

件を満たさなくなった場合 

⑶ 提出書類に虚偽又は不正の記載があった場合 

⑷ 本要領に違反した場合 

⑸ 審査の公平性を害する行為や公正を欠いた行為があったとして町が認定 

した場合 

 

10 契約事項 

  契約内容は、仕様書及び企画提案書に基づき決定するものとし、その協議が 

整った後、勝浦町財務規則（昭和４２年規則第１号）による随意契約の手続を 

行う。 

 

11 その他 

⑴ 本応募に係る必要経費はすべて応募者の負担とする。  
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⑵ 企画提案書は１者につき１件とする。  

⑶ 提出された書類については返却しない。  

⑷ 応募に係る提出書類の提出後は、企画提案書の記載内容の変更等書類の 

差し替え及び再提出は認めない。  

⑸ 提出された企画提案書等の審査内容、審査経過については公表しない。ま 

た、選定結果についての異議申立ては一切受け付けないため、了承した上で 

応募すること。  

⑹ 提出書類の提出後、本募集への参加を辞退するときは、辞退届（任意様式）

を速やかに担当課へ提出すること。なお、辞退による不利益な取り扱いはし

ない。 

 

12 問い合わせ先 

勝浦町企画交流課 企業版ふるさと納税担当 

 〒７７１－４３９５ 

 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３番地 

【電話】  ０８８５－４２－２５５２ 

【ﾌｧｸｼﾐﾘ】０８８５－４２－３０２８ 

【E-mail】kouryu@town.katsuura.i-tokushima.jp 


